
 







 









































 

 

 











 



 





 



  





   



 





 


 

 






 



 




 

  






 



 




 

  






 



 



 



 




  

  






 



 



 

 



 




 





 



 





 



 







   



  





 







 

  









 



 





  



        













 







 

     



 





    

 

   





 





 





 







 

 





















 





       







   

  

   

   

 

 

 

 







 

  













 

 

 











 

 

 

 





 



 





 

   

 

  

 





 








 






 


 


 


 




 





 





 



 



   











 

      

 

          

 







 

 

 









 







  

  

  


 





 

 

 



 



 

 



 









 





 

  

 

 

  

  

 

 


  

     

 











 

  

 





 









 



 



 

 



 







     



   



a  

-43

358

B

EVEV EV



  

13  

 

 

 12 29 1 3

1

130

95



  

390

152

 200

 

 9 00 17 45
 12 29 1 3



d  38

2,200

38
28 39

   
  6   
27

38

DWC

WC

A

B

A

B

EVC

EV



別紙２ 

 

次世代育成型メセナ自動販売機にかかる審査基準 

下記審査項目ＡからＣの合計取得点が一番高い応募者を協定締結候補者とします。 

 

◆審査基準Ａ 寄附率／５０点満点  

 

寄附率が高い事業者上位５者に対し、加点 

順  位 配  点 

１ 位 ５０点 

２ 位 ４０点 

３ 位 ３０点 

４ 位 ２０点 

５ 位 １０点 

  ※同率の場合は、配点を合計し、按分 

 

◆審査基準Ｂ 広報活動、文化振興事業への連携協力等の提案／３０点満点  

 

【審査基準の観点】 

◇ 広く府民に事業（次世代育成型メセナ自動販売機、輝け！子どもパフォーマー事業補助金、 

大阪府文化振興基金）の周知が図れるか 

◇ 文化振興に効果的な連携協力が図られているか 

 

【審査基準の内容】 

審査項目 審査項目のポイント 配点（満点） 

効果性 ＰＲが広く府民に浸透するよう考えられていること １５点 

具体性及び

実現可能性 

提案の内容が具体的であり、実現可能であること １０点 

独自性 工夫を凝らした独創的な広報が考えられていること ５点 

 

◆審査基準Ｃ メセナ自動販売機設置実績及び新規設置提案／２０点満点 

下記方法により算出し、加点 

区       分 算出方法 

① 今回新たに、＜自社外（空港、駅、複合商業施設等）に 

設置いただける＞メセナ自動販売機の新規設置台数 
台数×５点 

② 今回新たに、＜自社内に設置いただける＞ 

メセナ自動販売機の新規設置台数 
台数×２点 

③ 既に設置済みで、今後も、継続して設置いただけるメセナ
自動販売機の台数 

台数×１点 

 

※「メセナ自動販売機」の寄附率は、審査に影響することはございません。 

また、②③ともに、本事業期間内（令和９年３月31日（水）まで）は継続して設置いただくこ

ととします。 



別紙２ 

 

参考 ◆審査基準Ｂ 広報活動等の実施 

 

＜情報発信の提案例＞ 

・次世代型自動販売機やその設置によって支えられた活動（「輝け！子どもパフォーマー事業

補助金」事業等)についてWebコンテンツ(PR動画等)を作成し、設置事業者が運用するSNSや

スマートフォンアプリ、デジタルサイネージ等で情報発信する 

・設置する次世代型自動販売機の本体を、大阪府文化振興基金の寄附型自動販売機であること

がわかるようなラッピング自動販売機にして設置する      など 

＜広報物作成の提案例＞ 

・メセナ自動販売機の普及、台数増加や大阪府文化振興基金への寄附拡大に繋がる広報物作成

及び掲示に係る経費として、年○○万円を予算化する    など 

 

＜その他、文化振興事業への連携協力等の提案例＞ 

・商品協賛 

・大阪府文化振興基金への寄附（次世代型自動販売機やメセナ自動販売機設置による寄附を除

く） 

・ワークショップ等に利用可能なツール及び人材提供による府主催事業等への出展協力や、自

社イベントの企画    など 

 



 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業応募申請書  

（a：大阪府新別館北館 地下1階 設置分） 
 

令和８年  月  日 

 

大阪府知事 様 

 

住 所 

法人名 

代表者                

 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業について、以下のとおり申請します。 

 

１ 事業者の要件 

事業者の概要 

（事業内容） 

※飲料メーカー又はベンダー会社であることがわかる資料(会社概

要等)を添付してください。 

 

 

 

 

地域貢献企業バンク登録 済 ・ 手続中 （いずれかを○で囲むこと） 

 

２ 事業 

設置する自動販売機の仕様 ※サイズ、消費電力が判るようにカタログを添付してください（た

だし、外形寸法が、募集要項記載の数値を超えないこと。） 

 

幅  （    ）ｍ 

奥行 （    ）ｍ 

 

※下記機能が具備されているか、チェックをつけてください 

□災害対応型自販機  

□キャッシュレス搭載 

 

大阪府文化振興基金への寄

附率（必須） 

 

【審査基準A】 

50点満点 

※売上額に対する比率(％)で表示してください。 

 

寄附率  （   ）％ 

 

 



 

文化振興事業の広報活動等

の実施 

 

【審査基準B】 

 30点満点 

※実施可能な提案内容及び実施予定時期を具体的にご記入くださ 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

メセナ自動販売機の新規設

置提案（設置場所・台数・寄

附率） 

 

※本事業協定締結後、令和８年

４月15日（水）までに設置 

 

【審査基準C】 

 20点満点 

※実現可能な新規設置予定場所及び設置台数、寄附率をご記入くだ 

さい。 

→メセナ自動販売機の寄附率は【審査基準A】と同一でなくても構い

ません。また、この寄附率は【審査基準C】の配点には影響しません。 

 

①自社内設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

②自社外（空港、駅、複合商業施設等）設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

事業担当責任者 職・氏名： 

ＴＥＬ： 

e-mail：  

 

［記入上の注意］ 

１．各記入欄の大きさは変更しても構いません。 

２．提出された申請書、添付資料は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

［事務局記入欄］ 

受付日 /  

 



 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業応募申請書  

（ｂ：大阪府泉南府民センター本館 １階 設置分） 
 

令和８年  月  日 

 

大阪府知事 様 

 

住 所 

法人名 

代表者                

 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業について、以下のとおり申請します。 

 

１ 事業者の要件 

事業者の概要 

（事業内容） 

※飲料メーカー又はベンダー会社であることがわかる資料(会社概

要等)を添付してください。 

 

 

 

 

地域貢献企業バンク登録 済 ・ 手続中 （いずれかを○で囲むこと） 

 

２ 事業 

設置する自動販売機の仕様 ※サイズ、消費電力が判るようにカタログを添付してください（た

だし、外形寸法が、募集要項記載の数値を超えないこと。） 

 

幅  （    ）ｍ 

奥行 （    ）ｍ 

 

※下記機能が具備されているか、チェックをつけてください 

□災害対応型自販機  

□キャッシュレス搭載 

 

大阪府文化振興基金への寄

附率（必須） 

 

【審査基準A】 

 50点満点 

※売上額に対する比率(％)で表示してください。 

 

寄附率  （   ）％ 

 

 



 

文化振興事業の広報活動等

の実施 

 

【審査基準B】 

 30点満点 

※実施可能な提案内容及び実施予定時期を具体的にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

メセナ自動販売機の新規設

置提案（設置場所・台数・寄

附率） 

 

※本事業協定締結後、令和８年

４月15日（水）までに設置 

 

【審査基準C】 

 20点満点 

※実現可能な新規設置予定場所及び設置台数、寄附率をご記入くだ 

さい。 

→メセナ自動販売機の寄附率は【審査基準A】と同一でなくても構い

ません。また、この寄附率は【審査基準C】の配点には影響しません。 

 

①自社内設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

②自社外（空港、駅、複合商業施設等）設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

事業担当責任者 職・氏名： 

ＴＥＬ： 

e-mail：  

 

［記入上の注意］ 

１．各記入欄の大きさは変更しても構いません。 

２．提出された申請書、添付資料は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

［事務局記入欄］ 

受付日 /  

 



 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業応募申請書  

（c：大阪府泉北府民センター １階・半地階 設置分） 
 

令和８年  月  日 

 

大阪府知事 様 

 

住 所 

法人名 

代表者                

 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業について、以下のとおり申請します。 

 

１ 事業者の要件 

事業者の概要 

（事業内容） 

※飲料メーカー又はベンダー会社であることがわかる資料(会社概

要等)を添付してください。 

 

 

 

 

地域貢献企業バンク登録 済 ・ 手続中 （いずれかを○で囲むこと） 

 

２ 事業 

設置する自動販売機の仕様 ※サイズ、消費電力が判るようにカタログを添付してください（た

だし、外形寸法が、募集要項記載の数値を超えないこと。） 

 

１階設置分        半地階設置分 

幅  （    ）ｍ    幅  （    ）ｍ 

奥行 （    ）ｍ    奥行 （    ）ｍ 

 

※下記機能が具備されているか、チェックをつけてください 

□災害対応型自販機  

□キャッシュレス搭載 

 

大阪府文化振興基金への寄

附率（必須） 

 

【審査基準A】 

 50点満点 

※売上額に対する比率(％)で表示してください。 

 

寄附率  （   ）％ 

 

 



 

文化振興事業の広報活動等

の実施 

 

【審査基準B】 

 30点満点 

※実施可能な提案内容及び実施予定時期を具体的にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

メセナ自動販売機の新規設

置提案（設置場所・台数・寄

附率） 

 

※本事業協定締結後、令和８年

４月15日（水）までに設置 

 

【審査基準C】 

 20点満点 

※実現可能な新規設置予定場所及び設置台数、寄附率をご記入くだ 

さい。 

→メセナ自動販売機の寄附率は【審査基準A】と同一でなくても構い

ません。また、この寄附率は【審査基準C】の配点には影響しません。 

 

①自社内設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

②自社外（空港、駅、複合商業施設等）設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

事業担当責任者 職・氏名： 

ＴＥＬ： 

e-mail：  

 

［記入上の注意］ 

１．各記入欄の大きさは変更しても構いません。 

２．提出された申請書、添付資料は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

［事務局記入欄］ 

受付日 /  

 



 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業応募申請書  

（d：大阪府咲洲庁舎 38階 設置分） 
 

令和８年  月  日 

 

大阪府知事 様 

 

住 所 

法人名 

代表者                

 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業について、以下のとおり申請します。 

 

１ 事業者の要件 

事業者の概要 

（事業内容） 

※飲料メーカー又はベンダー会社であることがわかる資料(会社概

要等)を添付してください。 

 

 

 

 

地域貢献企業バンク登録 済 ・ 手続中 （いずれかを○で囲むこと） 

 

２ 事業 

設置する自動販売機の仕様 ※サイズ、消費電力が判るようにカタログを添付してください（た

だし、外形寸法が、募集要項記載の数値を超えないこと。） 

 

幅  （    ）ｍ 

奥行 （    ）ｍ 

 

※下記機能が具備されているか、チェックをつけてください 

□災害対応型自販機  

□キャッシュレス搭載 

 

大阪府文化振興基金への寄

附率（必須） 

 

【審査基準A】 

 50点満点 

※売上額に対する比率(％)で表示してください。 

 

寄附率  （   ）％ 

 

 



 

文化振興事業の広報活動等

の実施 

 

【審査基準B】 

 30点満点 

※実施可能な提案内容及び実施予定時期を具体的にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

メセナ自動販売機の新規設

置提案（設置場所・台数・寄

附率） 

 

※本事業協定締結後、令和８年

４月15日（水）までに設置 

 

【審査基準C】 

 20点満点 

※実現可能な新規設置予定場所及び設置台数、寄附率をご記入くだ 

さい。 

→メセナ自動販売機の寄附率は【審査基準A】と同一でなくても構い

ません。また、この寄附率は【審査基準C】の配点には影響しません。 

 

①自社内設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

②自社外（空港、駅、複合商業施設等）設置分 

設置場所 （                   ） 

設置台数 （   ）台 

寄附率  （   ）％ 

 

 

事業担当責任者 職・氏名： 

ＴＥＬ： 

e-mail：  

 

［記入上の注意］ 

１．各記入欄の大きさは変更しても構いません。 

２．提出された申請書、添付資料は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

［事務局記入欄］ 

受付日 /  

 



 

 

誓 約 書 

 

 

弊社は、大阪府が実施する次世代育成型メセナ自動販売機設置事業者の募集の申込みに当たり、

下記の内容について、誓約・同意致します。 

 

 

記 

 

 

※誓約・同意事項を確認し、はい・いいえのどちらかを〇で囲んでください。 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業者募集要項について十分理解し、承知の

上で申し込みます。 
はい・いいえ 

次世代育成型メセナ自動販売機設置事業に係る協定締結候補者の決定に関して、

大阪府ホームページに評価点及び協定締結候補者の法人名を掲載することに同意

します。 

はい・いいえ 

申請書類に関する情報、本誓約書及び役員名簿等を大阪府から大阪府警察本部に

提供することに同意します。 
はい・いいえ 

代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除

条例第 2条第 1号に規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3

号に規定する暴力団員等及び同条第 4号に規定する暴力団密接関係者には、該当

せず、かつ将来にわたっても該当しません。また、上記の暴力団、暴力団員、暴

力団員等及び暴力団密接関係者が経営に事実上参画していません。 

はい・いいえ 

 

 

 

 

令和８年   月   日 

 

大阪府知事 様 

 

 

 

                  住 所 

 

                  法人名 

 

                  代表者                        

 
 



【要提出】

法人名

 次世代型自販機設置場所 応募有無

a 大阪府新別館北館　地下１階　（大阪市中央区大手前三丁目１-43）

b 大阪府泉南府民センター本館　１階　（岸和田市野田町三丁目13－２ ）

c 大阪府泉北府民センター　１階・半地階（堺市西区鳳東町四丁390番地１）　各階１台／計２台

d 大阪府咲洲庁舎　38階　（大阪市住之江区南港北一丁目１４－１６）


